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北野唯道議員に対し
辞職勧告を決議

　
去
る
４
月
24
日
、
白
河
市
議
会
は
臨
時
会
を
開
催
し
、
北
野

議
員
に
よ
る
市
職
員
に
対
し
て
行
わ
れ
た
「
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
及
び
職
務
遂
行
に
対
し
恫
喝
が
伴
う
執
拗
な
言
動
に
よ
る
パ

ワ
ハ
ラ
行
為
等
」
に
対
し
て
、
政
治
倫
理
審
査
会
の
勧
告
に
従

い
、
「
北
野
唯
道
議
員
に
対
す
る
議
員
辞
職
勧
告
決
議
」
を
提

案
、
全
会
一
致
で
可
決
し
、
北
野
議
員
の
自
宅
に
決
議
書
を
送

付
し
ま
し
た
。

　
当
該
行
為
は
、
北
野
議
員
が
市
職
員
に
対
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
被
害
を
受
け
た
職
員
か
ら
筒
井
議
長
に
対
し
て
申
告

が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
筒
井
議
長
は
、
２
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た
議

会
全
員
協
議
会
に
お
い
て
、
全
議
員
に
対
し
、
こ
の
事
案
に
つ

い
て
の
報
告
を
し
ま
し
た
。
報
告
内
容
は
、
ま
ず
当
該
職
員
に

対
し
て
出
さ
れ
た
個
人
的
な
手
紙
の
写
し
や
、
被
害
職
員
の
自

宅
へ
の
訪
問
内
容
、
職
員
の
子
ど
も
に
対
し
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ

ゼ
ン
ト
等
の
贈
与
。
職
員
は
こ
れ
ら
の
行
為
に
不
安
を
感
じ
、

白
河
警
察
署
に
相
談
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と

判
断
さ
れ
、
北
野
議
員
に
対
し
て
指
導
が
あ
っ
た
と
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
間
に
北
野
議
員
が
市
職
員
に
発
声
し

た
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
と
受
け
取
れ
る
、
罵
詈
雑
言
が
録
音
さ
れ
た

音
声
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　
白
河
市
議
会
は
、
14
名
の
議
員
に
よ
り
政
治
倫
理
審
査
請
求

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
政
治
倫
理
審
査
会
（
６
名
で
構

成
）
が
８
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
会
は
、
北
野
議
員
に
対

し
て
も
弁
明
の
機
会
を
２
度
（
６
日
間
の
期
間
）
設
け
、
出
席

を
促
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
野
議
員
は
体
調
不
良
等
を
理

由
に
欠
席
。
審
査
会
は
、
北
野
議
員
の
対
応
に
「
議
員
か
ら
の

弁
明
の
意
思
は
な
し
」
と
判
断
。
審
査
会
は
こ
れ
ま
で
の
証
拠

書
類
等
を
慎
重
に
審
議
し
、
４
月
４
日
、
筒
井
議
長
に
対
し
て

審
査
報
告
書
の
提
出
を
行
い
ま
し
た
。

決
議
案
第
１
号

北
野
唯
道
議
員
に
対
す
る
議
員
辞
職
勧
告
決
議

　
市
議
会
議
員
は
、
市
民
全
体
の
代
表
者
と
し
て
、
そ
の

立
場
と
職
責
の
重
さ
を
深
く
自
覚
し
、
法
令
、
条
例
を
遵

守
し
、
市
民
の
模
範
と
な
る
高
い
倫
理
観
や
見
識
を
も
っ

て
、
市
政
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
白
河
市
議
会
基
本
条
例
第
15
条
で
は
、「
議

員
は
、
白
河
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
に
定
め
る
事
項

を
遵
守
し
、
品
位
の
保
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
野
唯
道

議
員
に
つ
い
て
、
白
河
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
に
規

定
す
る
政
治
倫
理
基
準
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
し

て
、
同
条
例
第
５
条
に
基
づ
き
白
河
市
議
会
議
員
14
名
か

ら
令
和
６
年
３
月
１
日
付
で
審
査
請
求
が
な
さ
れ
た
。
白

河
市
議
会
政
治
倫
理
審
査
会
に
て
審
査
が
行
わ
れ
、
審
査

結
果
は
、
職
員
に
対
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
及
び
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
は
事
実
で
あ
る
と
認
定
し
、
当
該
行

為
は
、
白
河
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
第
３
条
第
１
項

第
１
号
、
第
６
号
、
第
７
号
、
第
８
号
及
び
第
９
号
に
違

反
す
る
と
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
度
の
白
河
市
議
会
政
治

倫
理
審
査
会
の
審
査
結
果
は
、
極
め
て
重
大
で
あ
り
、
北

野
唯
道
議
員
の
行
為
は
、
市
民
の
負
託
を
受
け
た
市
議
会

議
員
と
し
て
、政
治
倫
理
規
範
を
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
り
、

規
範
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
市
議

会
議
員
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

今
回
の
件
に
よ
り
、
白
河
市
議
会
の
品
位
と
名
誉
を
著
し

く
傷
つ
け
、
本
市
議
会
を
混
乱
さ
せ
た
責
任
は
重
大
で
あ

り
、
本
市
議
会
と
し
て
断
固
と
し
た
態
度
を
表
明
す
る
。

　
よ
っ
て
、
北
野
唯
道
議
員
は
、
自
ら
の
犯
し
た
事
態
の

重
大
さ
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
自
ら
の
意
思
に
よ
り
、
直

ち
に
市
議
会
議
員
の
職
を
辞
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

以
上
、
決
議
す
る
。

　
　
　
　
令
和
６
年
４
月
24
日　
　
福
島
県
白
河
市
議
会
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北
野
議
員
の
違
反
行
為
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
審
査
結
果 

１
．
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
に
つ
い
て

　
被
害
職
員
か
ら
の
聴
取
に
よ
れ
ば
、
職
務
中
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
た
夫
あ
る

身
の
彼
女
に
対
し
て
、
個
人
的
な
思
い
を
綴
っ
た
手
紙
を
渡
し
、
後
日
そ
の
返

事
を
求
め
る
言
動
。
ま
た
個
人
宅
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
手
紙
を
自
ら
持
っ
て
行
っ

た
行
動
。
さ
ら
に
議
員
は
職
務
以
外
に
当
該
職
員
が
勤
務
す
る
職
場
に
訪
れ
た

り
、
頻
繁
に
個
人
の
携
帯
電
話
や
事
務
局
に
電
話
し
、
当
該
職
員
に
電
話
に
出

る
こ
と
を
強
要
し
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
等
は
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
で
対

象
と
な
っ
て
い
る
行
為
で
あ
り
、職
員
が
警
察
署
に
相
談
し
た
こ
と
で
、ス
ト
ー

カ
ー
規
制
法
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

２
．
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
に
つ
い
て

　
北
野
議
員
は
、
優
越
的
な
立
場
を
利
用
し
、
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
て
い
る

当
該
職
員
に
対
し
て
、
職
員
を
責
め
立
て
る
言
動
や
、
職
員
の
担
当
す
る
常
任

委
員
会
の
変
更
及
び
人
事
異
動
を
申
し
立
て
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。ま
た
、

各
派
代
表
者
会
議
に
お
い
て
決
定
し
た
、
出
産
し
た
議
員
へ
の
対
応
協
力
事
項

に
基
づ
き
、
職
員
が
上
司
の
指
示
の
下
で
、
出
産
し
た
議
員
へ
業
務
上
の
対
応

を
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
業
務
以
外
の
こ
と
と
言
い
張
り
、
怒
鳴
り
つ
け

る
と
と
も
に
そ
の
後
も
電
話
に
お
い
て
も
し
つ
こ
く
責
め
立
て
、
脅
し
と
も
思

え
る
発
言
も
確
認
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
の
対
象
と
な
る
言
動
で
あ
り
、
当
該

職
員
が
精
神
的
に
苦
痛
を
与
え
ら
れ
、
就
業
環
境
と
能
力
発
揮
の
低
下
に
繋
が

り
、
看
過
で
き
な
い
ほ
ど
業
務
に
支
障
を
来
し
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

３
．
必
要
と
認
め
る
措
置
と
勧
告

　
白
河
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
第
６
条
第
２
項
第
２
号
に
基
づ
く
措
置
に

つ
い
て
、
今
回
の
北
野
唯
道
議
員
の
事
案
は
市
民
の
負
託
を
受
け
た
市
議
会
議

員
が
市
民
全
体
の
代
表
者
と
し
て
、
名
誉
と
品
位
を
損
な
い
、
白
河
市
議
会
へ

の
信
用
を
失
墜
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
議
員
辞
職
す
べ
き
と
の
勧
告
と
す

る
。

　北野唯道議員から
４月10日付で議長に
提出された「弁明書」
は、市議会ホームペー
ジをご覧ください。

　
審
査
の
経
過

２
月
16
日

　
筒
井
議
長
は
、
市
職
員
か
ら
「
北
野
議

員
の
行
為
」
の
申
告
を
受
け
、
議
員
全
員

協
議
会
に
お
い
て
状
況
の
説
明
等
を
行
っ

た
。

３
月
１
日

　
市
議
14
名
に
よ
り
「
北
野
唯
道
議
員
の

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
及
び
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
に

つ
い
て
」
政
治
倫
理
審
査
請
求
が
筒
井
議

長
に
提
出
さ
れ
た
。

３
月
５
日

　
第
１
回
審
査
会
が
開
催
さ
れ
、
請
求
の

対
象
事
由
の
内
容
を
確
認
。
違
反
行
為
に

つ
い
て
、
関
係
職
員
と
対
象
と
な
る
事
由

の
存
否
を
確
認
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

３
月
６
日

　
北
野
議
員
か
ら
の
事
情
聴
取
等
を
３
月

15
日
に
行
う
こ
と
と
し
、
出
席
要
求
書
送

付
し
た
。

３
月
８
日

　
事
案
対
象
職
員
に
対
し
て
事
情
聴
取
を

行
い
、
被
害
内
容
に
つ
い
て
事
実
確
認
等

を
行
っ
た
。

３
月
15
日

　
北
野
議
員
に
対
し
て
、
事
情
聴
取
等
を

行
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
病
気
を
理
由
に

欠
席
届
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
職
員
等
か
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ら
提
出
さ
れ
た
各
種
証
拠
書
類
を
確
認
し

た
。

確
認
さ
れ
た
証
拠
書
類

　
①
「
被
害
状
況
」
調
書

　
②
音
声
デ
ー
タ
（
12
月
７
日
）

　
③
個
人
的
な
手
紙
の
コ
ピ
ー

　
④
写
真
と
手
紙
の
コ
ピ
ー

　
⑤
音
声
デ
ー
タ
（
12
月
28
日
）

　
⑥
福
島
県
警
本
部
の
「
警
察
安
全
相
談

　
　
簿
」
の
写
し

　
⑦
「
欠
席
届
」
及
び
「
診
断
書
」

３
月
18
日

　
北
野
議
員
に
対
し
て
、
３
月
25
日
か
ら

29
日
ま
で
の
期
間
の
希
望
日
に
事
情
聴
取

及
び
弁
明
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
を
確
認

し
、
出
席
を
求
め
た
。

３
月
21
日

　
北
野
議
員
か
ら
「
３
月
18
日
付
出
席
要

求
」
に
対
し
、
再
度
「
対
応
し
か
ね
る
」

旨
の
文
書
が
委
員
長
宛
に
あ
り
、
北
野
議

員
に
説
明
す
る
意
思
が
な
い
と
判
断
し
、

審
査
結
果
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
確

認
。

３
月
29
日

　
審
査
会
を
開
催
し
、
審
査
結
果
報
告
書

の
最
終
確
認
を
行
い
、
４
月
上
旬
に
議
長

に
提
出
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。
（
４

月
４
日
議
長
へ
提
出
）

審査結果の詳
細は市議会ホ
ームページを
ご覧ください。


